
 

 

令和７年度 第４回学校運営協議会 
  

               令和７年１２月１６日（火）10:00 会議室 

                              司会：教頭 

  

   

１ 会長あいさつ 

２ 校長あいさつ 

３ 授業参観の視点 

 ・４つの力「かかわろう」「高めよう」「考えよう」「つなげよう」 

  ※特に第 3回の時に重点として出ていた「つなげよう」について 

４ 授業参観（１０：１５～１０：４０）【教頭】 

５ 議長の選出 

６ 前回会議録確認【尾白】 

７ 熟議（１０：４５～１１：３０）【進行：議長】 

   ・「学校に関するアンケート」【遠藤】 

   ・学校関係者評価【教頭】 

     成果：（子供、保護者、職員のよいところ） 

     課題：（子供、保護者、職員の気になるところ） 

     改善方策について 

     「いじめ防止基本方針」について 

  ８ 連絡事項 

・生活ボランティアについて【伊藤】 

・学習ボランティアについて【今明】 

・屋上庭園について【荻】 

・次回日程、実施、自己評価について【教頭】 

・次回議長の選出 

 

 

今後の日程（予定） 

第５回 学校運営協議会   ２月 ３日（火）10:00～ 
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令和７ 年度 第３ 回 学校運営協議会 会議録（ 要点記録）  

 

１  開催日時      令和７ 年７ 月２ ３ 日（ 水） ９ 時～１ １ 時まで 

２  開催場所      大平台小学校 会議室、 ラ ンチルーム 

３  出席委員      井嶋 吉廣、 齋藤 良夫、 内藤 明子、 白井 俊早、 シム キュ マン 

            山内 あけみ、 幅 あけみ 

４  欠席委員      今井 孝、 稲葉 大輔、 伊藤 真弓 

５  オブザーバー    野嶋 俊之（ 入野協働センタ ー館⾧ ）  

６  学校支援ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀ  ー  今明 真理 

７  学  校      安藤 靖之（ 校⾧ ）、 大澤 真一郎（ 教頭）、 遠藤 芳枝（ 教務主任）  

８  傍 聴 人            なし  

９  会議録記録者    Ｃ Ｓ ディ レク タ ー 尾白 栄子 

10 議⾧の選出      

  司会から 議⾧の選出について委員に意見を求めたと こ ろ 、 白井委員を推挙する旨の発言があり 、  

全員異議なく こ れを了承し た。  

11 協議事項 

  2 学期以降の教育活動の改善について 

（ １ ）  アンケート の結果より  

（ ２ ）  重点事項についての振り 返り と 計画 

（ ３ ）  学校運営協議会の方の感想 

12 会議記録 

  大澤教頭から 委員総数１ ０ 人のう ち７ 人の出席があり 、 過半数に達し ているため、 会議が成立し て

いる旨の発言があっ た。  

（ １ ） アンケート の結果について、 遠藤教務主任より 説明があっ た。  

（ ２ ） 重点事項についての振り 返り と 計画 

 〇知の部 

 ◎振り 返り  

・ 先生方から 子供たちへの声掛け、 価値づけを行い、 学習の振り 返り の充実を図る。 視点を与えた交流

から 協働的な学びにつなげる。  

・「 かかわろ う 」 が低く 、 低学年は自分のこ と を 主張し がちで、 高学年は自分を出せない。 また、 先生

の言っ たこ と には取り 組めるが、 課題を自分事と し て捉えるこ と ができ ない。  

 ◎計画 

・「 かかわろ う 」 を伸ばし 、「 高めよう 」「 考えよう 」 から 「 つなげよう 」 へ高める。  

・ かかわり の対象を人・ も の・ 教材へ幅を広げ、 ペアやグループと 形態を工夫し 、 関わり の場を 意図的

に作る。  

・ 相手を受け入れるト レーニング、 学級に応じ たト レーニングを 行う 。  

・ 学習の振り 返り だけでなく 、 単元全体での振り 返り も 行う 。  

 



〇心の部 

◎振り 返り  

・ 学活でのソ ーシャ ルト レーニング、 スタ ート カ リ キュ ラ ム、 心の日 

・ 道徳では、 いろ いろ な価値観を知り 、 自分はこ れから どう 行動するかを考える。  

 ◎計画 

・「 かかわろ う 」 では、 いろ いろな経験や人と のかかわり が必要 

低学年： 相手の気持ちを考えた行動。 よいこ と をその場で褒める。  

中学年： 自分の気持ちを理解し 、 言語化する。 道徳でいろ いろ な人の思いや考え方に触れる。  

・「 つなげよう 」 では、 保護者にも 認知さ れるよう 、 頑張り カ ード に月の目標を立てる。 自分ができた

こ と で自己肯定感をあげる。  

・ 子供のやっ てみたい活動を、 目的を 持っ て実現さ せる。 友達と の関わり を増やし 、 自分の良さ や得

意なこ と の発見につなげ、 次の活動や授業に生かす。  

〇体の部 

◎振り 返り  

・ 運動会・ 体育…目標の継続、 熱中症の対策、 体育が苦手な子供 

・ 保健…大き なケガ０ 、 ケガにつながり そう な場面「 ヒ ヤリ ハッ ト 」 あり  

・ 食育…子供たちの食への興味・ 関心の向上、 アレルギー事故無し 、 残食の多いク ラ ス 

・ 学校安全・ 通学班…交通事故０ 、 防犯教育、 災害時避難意識向上、 通学班の集合時間を守ら ない。  

◎計画 

・ 運動会・ 体育…持続可能、 子供たちが選択でき る内容 

・ 保健…子供たちの安全な生活への意識向上、 環境整備 

・ 食育…残食を減ら すためのＳ Ｄ Ｇ ｓ につながる指導、 アレルギー指導、 教師の研修 

・ 学校安全・ 通学班…地域協力、 避難訓練の大切さ の理解、 通学に関する希望調査 

（ ３ ） 感想 

・ 先生、 保護者、 子供たちが同じ 方向で考えるこ と も あるし 、 条件によっ ては違う こ と を考えるこ と も

ある。 ある問いかけに対し 、 自分の思いを答えると 相手の期待し ていた言葉が出ない場合、 気持ちを

理解し てく れないと なるこ と も ある。 相手の思いを理解し て答える努力をし なければなら ないと 感じ

るこ と も ある し 、 男性の脳と 女性の脳が違う こ と を理解し てほし いと 思う こ と も ある。 今年度、 やっ

てみて成果が出たこ と は来年度につなげて、 方向が違えば、 変える準備をするこ と も 大事と 思う 。 先

生方、 Ｃ Ｓ メ ンバーで意見を出し て、 来年度も より よく なるよう にと 思う 。       …シム委員 

・ 先生方がと ても 熱心に子供たちの学校生活に対し て考えてく れていると 感じ た。 学校目線の問題と 保

護者目線の問題にずれがあると 感じ る。 Ｃ Ｓ の意見が反映さ れると よいと 思う 。     …白井委員 

・ 先生と の合同の話し 合いに参加し 、 会を重ねて意見を言えるよう になっ た。 いつも 先生方の熱い思い

を 感じ る。                                    …内藤委員 

・ 算数など授業を教えるだけでなく 、 生活や人と の関わり を教えるこ と は、 大人になっ て社会に出てか

ら も と ても 大事なこ と と 感じ る。 大人になっ ても でき ないこ と も あり 、 子供のでき ないこ と を できる

よう に教える こ と は難し いこ と も あると 思う 。 家庭では自分の子供をみるだけだが、 先生は２ ０ ～３

０ 人の子供を 見てく れていて、 と ても あり がたく 思う 。                …シム委員 



・ 働き方改革も あり 、 教育が変わっ ていく と 感じ る。 今の時代に合っ た教育が行われていると 思う 。  

…井嶋委員 

・ いろいろな意見が出て、 今後に役に立っ て、 実行さ れるよう にと 思う 。         …齋藤委員 

・ 心の部に参加し て、 勉強だけでは世間に通用し ない時代になり 、 子供たち が前向きな考え方でいるこ

と が大切と 感じ る。 子供たちのよいと こ ろ を伸ばすために先生と の関わり が重要と 思う 。  …幅委員 

・ 先生方が情熱をも っ て、 子供たちに教えていると 実感し た。 協働センタ ーでの活動にも よい影響を与

えてく れる。                               …野嶋オブザーバー 

・ 先生方が、 今の時代に合っ た新し い教育を子供たちのために一生懸命にし てく れていると 感じ た。  

…山内委員 

・ 先生方の熱い思いを 持ち、 試行錯誤し ながら 子供たちと 関わっ てく れているこ と をあり がたく 思う 。  

低学年と 関わっ ていて、 声掛け、 価値づけ、 やる気や自己肯定感を 意識し ていきたい。 小学校から 振 

り 返り や課題解決の積み重ねが中学校へと 継続し ていく と 思う 。      …今明学校支援ｺ ﾃー゙ ｨﾈー ﾀ  ー

13 報告 

 〇生活ボラ ンティ アについて 

・ ７ 月１ ８ 日、 生活ボラ ンティ アの会議を行い、 １ ０ 名参加し た。 ボラ ンティ アの参加希望日の把握と  

人数の配置、 学校と の連絡に苦慮し ている。 １ ６ 名登録があり 、 ボラ ンティ アへの意識と 活動内容を 

先生方の意見も 聞いて、 調整し ていき たい。                     …内藤委員 

・ ボラ ンティ アに参加し たが、 事前に先生から 活動内容の打ち合わせや指示があると 活動し やすい。  

…山内委員 

〇学習ボラ ン ティ アについて 

・ 夏休みは７ 月２ ２ 、 ２ ４ 、 ２ ５ 、 ２ ８ 日、 ８ 月２ ５ 、 ２ ６ 日 9 時から １ １ 時まで活動をする。 ２ ２ 日

は 2 名で９ 名の子供の学習ボラ ンティ アを 行っ た。 １ ０ 名の子供が参加を予定し ている。 今後、 生活

ボラ ンティ アの参加者も 学習ボラ ンティ アに参加し ても ら いたい。    …今明学校支援ｺｰー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀ  ー

・ 生活ボラ ンティ アと 学習ボラ ンティ アがどちら でも 活動し ても ら えるよう 構想し ている。 …内藤委員 

 〇屋上庭園について 

・ 担当の先生と 委員会、 荻学校支援コ ーディ ネータ ー、 オイ スカ の生徒で花を植える活動をし ている。

今後ボラ ンティ アの募集をし たいと いう 荻コ ーディ ネータ ーの考えがあるこ と の報告があっ た。         

…大澤教頭 

 

14 連絡事項 

司会から 次回の会議は、 １ ２ 月１ ６ 日（ 火） １ ０ 時から １ ２ 時まで大平台小の会議室にて開催する旨

の発言があっ た。  

 

今後の日程 

 第４ 回 学校運営協議会 １ ２ 月１ ６ 日（ 火） １ ０ ： ０ ０ ～１ ２ ： ０ ０  

第５ 回 学校運営協議会  ２ 月 ３ 日（ 火） １ ０ ： ０ ０ ～１ ２ ： ０ ０  



学校教育目標

未来を切り拓く わかばの子

地域から信頼され、地域に根ざし、地域とともに歩む学校

わかばの子 学校応援団（CS学校運営協議会）

互いを認め合う温かい学級

令和７年度 浜松市立大平台小学校グランドデザイン

【第４次浜松市教育総合計画】

描く夢や未来の実現
自分らしさ・協働・自己調整

生きる力

【入野中学校区目指す子供の姿】

夢に向かって
たくましく生きる子供

心身の健康の保持
増進を目指して
実践できる子

体
関わり合う中で
自ら考え、判断し、
行動できる子

徳

学ぶ喜びを実感し、
主体的・協働的に
学び続ける子

知

【かかわろう】
(人間関係・社会形成能力)

【考えよう】
(課題対応能力)

【つなげよう】
(キャリアプランニング能力)

子供の心に寄り添う生徒指導

発達支援教育の理念

【高めよう】
(自己理解・自己管理能力)

相 手 の 思 い や 立 場 を 尊 重 し て 、
話 し 合 っ た り 活 動 し た り す る

何 事 に も 前 向 き に 挑 戦 し 、 自 分
を 高 め る た め に 粘 り 強 く 努 力 す る

疑 問 や 気 付 き か ら 課 題 を も ち 、
自 分 な り の 考 え で 解 決 し た り 学
び を 振 り 返 っ た り す る

な り た い 自 分 や 将 来 や り た い こ
と 意 識 し 、 自 分 の す べ き こ と を 積
み 重 ね て い く

かかわろう
たかめよう

かんがえよう つなげよう

○ よ り よ い 人 間 関 係 を 築 く 力 ○ 目 標 を も ち 、 調 整 ・ 継 続 す る 力

○ 課 題 を 発 見 し 、 解 決 す る 力 ○ 自 分 ら し さ を 大 切 に し 、 伸 び る 力

【目指す学校の姿】
〇 子供たちが、「よりよく」伸びようとしている
〇 保護者・地域からの信頼と協力が得られている
〇 教員がウェルビーイングな働き方をしている
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学校は、 いじ め防止対策推進法（ 以下、「 法」 と いう 。） 第 13 条に基づき、 浜松市いじ め

の防止等のための基本的な方針を参酌し 、 学校の実情に応じ 、 当該学校におけるいじ めの

防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のよう に定めるも のと する。  

 

第 1  いじ めの防止等のための基本的な考え方 

いじ めは、 人権にかかわる問題であり 、 命の尊厳にかかわる問題です。 どのよう な理由

があろう と 決し て許さ れる行為ではあり ません。 また、 子供の世界は社会を映す鏡と も 言

われます。 いじ めの問題は、 安全・ 安心な社会をいかにし てつく るかと いう 、 学校を含め

た社会全体の問題です。  

 

１  いじ めの定義 

 

 

 

 

 

 

 

いじ めの表れと し て、 以下のよう なも のが考えら れます。  

〇冷やかし やから かい、 悪口や脅し 文句、 嫌なこ と を言われる。  

〇仲間はずれ、 集団による無視をさ れる。  

〇軽く ぶつから れたり 、 遊ぶふり を し て叩かれたり 、 蹴ら れたり する。  

〇ひどく ぶつから れたり 、 叩かれたり 、 蹴ら れたり する。  

〇金品をたから れる。  

〇金品を隠さ れたり 、 盗まれたり 、 壊さ れたり 、 捨てら れたり する。  

〇嫌なこ と や恥ずかし いこ と 、 危険なこ と をさ れたり 、 さ せら れたり する。  

〇パソ コ ンや携帯電話等で、 誹謗中傷や嫌なこ と を さ れる。  等 

 

個々の行為がいじ めに当たるか否かの判断は、「 いじ めを 受けた子供の立場」 に立つこ と

が必要です。 また、 いじ めに該当するかどう かを判断する際に、「 心身の苦痛を感じ ている

も の」 だけでなく 、 本人が気付いていなく ても 、 その子が「 いじ めら れている状況にない

か」 と いう 視点で、 ト ラ ブルも 含めて周辺の状況等を客観的に確認するこ と も 必要です。

けんかやふざけ合いであっ ても 、 見えないと こ ろで被害が発生し ている場合も あり ます。

なお、 いじ めの認知は、 特定の教職員のみによるこ と なく 、 法第 22 条の学校におけるいじ

めの防止等の対策のための組織( 以下「 校内いじ め対策委員会」 と いう 。) を活用し て行い、

事案について「 校内いじ め対策委員会」 で情報共有をし ていきます。  

また、 いじ めの中には、 犯罪行為と し て取り 扱われるべきと 認めら れ、 早急に警察に相

談するこ と が必要なも のや、 子供の生命、 身体又は財産に重大な被害が生じ るよう な、 直

ちに警察に通報するこ と が必要なも のが含まれます。 こ れら については、 教育的な配慮や

いじ めを受けた子供の意向に配慮し た上で、 早期に警察に相談・ 通報の上、 警察と 連携し

た対応を取り ます。  

 

２  いじ めの理解 

〇いじ めは、 どの子供にも 、 どこ でも 起こ り う るも のです。  

〇嫌がら せやいじ わる等の「 暴力を伴わないいじ め」 は、多く の子供が入れ替わり ながら

被害も 加害も 経験し ます。  

 「 いじ め」 と は、 児童等（ 学校に在籍する児童又は生徒) に対し て、 当該児童等が在

籍する学校に在籍し ている等当該児童等と 一定の人的関係にある他の児童等が行う 心

理的又は物理的な影響を 与える行為( イ ンタ ーネッ ト を通じ て行われるも のを含む。 )

であっ て、 当該行為の対象と なっ た児童等が心身の苦痛を感じ ているも のをいう 。「 参

考条文 法第２ 条第１ 項及び第３ 項」  
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〇「 暴力を 伴わないいじ め」 であっ ても 、何度も 繰り 返さ れたり 多く の者から 集中的に行

われたり するこ と で、 生命又は身体に重大な危険を 生じ さ せるおそれがあり ます。  

〇いじ めの加害・ 被害と いう 二者関係だけでなく 、 学級や部活動等の所属集団に秩序が

なかっ たり 、 所属集団が閉鎖的だっ たり する問題があり ます。  

○「 観衆」 と し てはやし 立てたり 面白がっ たり する存在や、周辺で暗黙の了解を与えてい

る「 傍観者」 の存在にも 注意を 払い、集団全体にいじ めを許さ ない雰囲気が生まれるよ

う にするこ と が必要です。  

 

３  いじ めの防止等に関する基本的考え方 

いじ めについては、 全ての子供を対象と し た対応が求めら れます。  

いじ めが起きていると き、 いじ めを受けている子供の心や体が傷ついています。 周囲に

いる人々の心が傷つく こ と も あり ます。 いじ めと いう 行為は許さ れませんが、 不安や悩み

から いじ めを 行っ てし まう 子供や、 いじ めを行っ たこ と で後悔や罪悪感を 抱き 、 傷つく 子

供も います。 また、 いじ めを 行っ た子供と いじ めを 受けた子供が入れ替わっ てし まう こ と

も あり ます。 いじ めが深刻になればなるほど、 その解消は難し く なり ます。 集団が荒れて

いる雰囲気をも っ ていると きには、 いじ めに気付かない場合も 生まれます。  

いじ めの未然防止には、 いじ めが起こ ら ない人間関係を 構築し ていく こ と が求めら れま

す。 子供を取り 巻く 大人が一丸と なっ て、 心の通い合う 温かで優し い人間関係を 築き 、 い

じ めをし ない、 いじ めを許さ ない、 いじ めに立ち向かう 子供を育てていきます。  

また、 いじ めはできるだけ早期に発見し 、 適切に対応するこ と が重要です。 学校は地域

や家庭と 一体と なっ て、 子供の健やかな成長を見守り 、 いじ めを 認知し た場合は、 協力し

て一刻も 早い解消に向けて取り 組んでいき ます。  

 

(1 )いじ めの未然防止 

全ての子供を、 いじ めに向かわせるこ と なく 、 心の通う 対人関係を 構築でき る 社会性の

ある大人へと 育み、 いじ めを 生まない土壌をつく るために、 また、 いじ めに立ち向かう 勇

気を も ち、 規範意識のある大人へと 育むために、 学校は教育活動全体を通じ 、 以下のこ と

に取り 組みます。  

○全ての子供に「 いじ めは決し て許さ れない」 こ と の理解を促し 、 子供の豊かな情操や

道徳心、 自分の存在と 他人の存在を等し く 認め、 お互いの人格を尊重し 合える態度な

ど、 心の通う 人間関係の素地を養う 。  

○いじ めの背景にあるスト レス等の要因に着目し 、 その改善を図り 、 スト レスに適切に

対処できる力を育む。  

○全ての子供が安心でき 、 自己有用感や充実感を感じ ら れる学校生活づく り を行う 。  

○いじ めの問題への取組の重要性について家庭や地域にも 認識を広め、 家庭、 地域と 一

体と なっ て取組を推進するための普及啓発に努める。  

 

(2 )いじ めの早期発見 

いじ めの早期発見は、いじ めへの迅速な対処の前提です。いじ めの早期発見のためには、

本人の訴え、 教職員の気付き ・ 発見、 周囲の子供たちや家庭、 地域から の情報の受け止め

が重要です。  

子供たち がＳ Ｏ Ｓ を 発信でき るよ う にするこ と 、 いじ めのサイ ン( 子供たちから のＳ Ｏ

Ｓ ) は、 いじ めを受けている子供から も 、 いじ めを行っ ている子供から も 出ているこ と を教

職員が認識し 、 サイ ンに気付けるよう にするこ と 、 そのどちら も 必要です。 いじ めはどの

子供にも 、 どこ でも 起こ り う るも のであると の観点から 、 学校、 地域、 家庭が一体と なっ

て子供を見守る体制を整え、子供のさ さ いな変化に気付く 力を高め、早期発見に努めます。  
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○子供を取り 巻く 大人が、 いじ めは大人が気付き にく く 判断し にく い形で行われるこ と

を認識し 、 さ さ いな兆候であっ ても 、 いじ めではないかと の疑いを持っ て、 早い段階

から 的確に関わり を 持ち、 いじ めを隠し たり 軽視し たり するこ と なく 積極的にいじ め

を認知する。  

○学校は、 定期的なアンケート 調査や教育相談の実施、 相談窓口の周知等により 、 子供

がいじ めを訴えやすい体制を 整え、 訴えは真摯に受け止める。  

○学校は、 地域、 家庭と 連携し て、 子供を見守る。  

 

(3 )いじ めへの対処 

教職員は平素より 、 いじ めを 把握し た場合の対処の在り 方について、 理解を深め、 具体

的な対応方針やいじ めを 受けた子供への支援・ いじ めを行っ た子供や周囲の子供への指導

計画を立てたり 、 体制を 整備し たり し ます。 そし て、 いじ めを 確認し た場合、 学校は次の

よう に対応し ます。  

①直ちにいじ めを受けた子供やいじ めを知ら せてき た子供の安全を 確保し 、 詳細を 確認

し た上で、 いじ めを 行っ たと さ れる子供から 事情を 確認し 、 適切に指導する等組織的

な対応を行う 。  

②家庭や教育委員会へ連絡・ 相談すると と も に、 事案に応じ 関係機関と 連携する。  

③子供の「 健やかな成長」 を 願っ て支援・ 指導する。  

④「 校内いじ め対策委員会」 を中心に、 事案への対応について未然防止、 早期発見、 早

期対応の視点から 点検し 、 成果と 課題を明ら かにする。  

⑤明ら かになっ た課題について、 未然防止、 早期発見、 早期対応の視点から 改善策を立

てる。  

 

(4 )地域や家庭と の連携 

社会総がかり で子供を 見守り 、 健やかな成長を促すため、 例えば、 以下のよう な取組を

通し て、 学校と 地域、 家庭が連携し た対策を推進し ます。  

○Ｐ Ｔ Ａ や地域の関係団体等と 学校がいじ めの問題について協議する機会や保護者がい

じ めについて学ぶ機会を設ける。  

○学校運営協議会制度( コ ミ ュ ニティ ・ スク ール) を 活用する。  

○より 多く の大人が子供の悩みや相談を受け止めるこ と ができるよう にするため、 学校

と 地域、 家庭が組織的に連携・ 協働する体制を構築する。  

 

(5 )関係機関と の連携 

いじ めの問題への対応において、 学校は、 教育委員会やその他の関係機関（ 警察、 児童

相談所、 医療機関、 法務局等の人権擁護機関など） と 平素から 情報共有体制を構築し 、 適

切に連携し ます。 また、 学校以外の相談窓口と し て、 教育総合支援センタ ー、 少年サポー

ト センタ ーや法務局等について、 子供や保護者に周知し ます。  

 

第２  いじ めの防止等のための対策 

いじ めの防止等のため、「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 に基づき 、「 校内

いじ め対策委員会」 を設置し 、 こ れを中核と し て、「 校内いじ め対策委員会」 の委員長で

ある校長の強力なリ ーダーシッ プの下、 一致協力体制を確立し 、 教育委員会と も 適切に連

携の上、 対策を推進し ます。  

 また、 全教職員が「 浜松市いじ めの防止等のための基本的な方針」 及び「 生徒指導提要 

( 令和４ 年１ ２ 月文部科学省。 ) を理解し 、「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」

を効果的に運用し ていき ます。  
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１  いじ めの防止等のための組織 

(1 )「 校内いじ め対策委員会」 の組織と 役割 

○委員長は校長と し 、 校長のリ ーダーシッ プの下、 協力体制を確立する。  

○参画する教職員等 

・ 校長、 教頭、 教務主任、 いじ め対策コ ーディ ネータ ー、 生徒指導担当教諭、 外国人

担当教諭、 学年主任、 養護教諭、 学級担任、  

・ 必要に応じ て、 専門的な知識を有するスク ールカ ウンセラ ー、 スク ールソ ーシャ ル

ワーカ ー、 外部専門家（ 警察官経験者） 等を参画さ せる。  

・ 個々のいじ めの防止、 早期発見・ 対処にあたっ て発達支援コ ーディ ネータ ー、 教科 

担任、 部活動指導に関わる職員等、 関係の深い教職員を追加する。  

○毎月１ 回定期的に開催すると と も に、 いじ めと 疑われる事案が発生し た際には、 随時

開催する。 毎回会議録を残し 、 会議録は５ 年間保存する。  

○学校が組織的かつ実効的にいじ めの問題に取り 組むに当たり 中核と なる役割を担う 。  

○重大事態（ 法第 28 条第１ 項に基づき 、 教育委員会が認めるも の。 以下同じ 。） の調査

を学校が行う 場合の調査組織の母体と する。  

 

(2 )いじ めの防止等における教職員の役割 

①いじ め対策コ ーディ ネータ ーの設置と 役割 

校長は、 学校におけるいじ めの防止等の対策を推進するリ ーダーと し て「 いじ め対

策コ ーディ ネータ ー」 を校務分掌に位置付けます。 いじ め対策コ ーディ ネータ ーは、

校長の指導・ 助言を 受け、 会議などの企画・ 運営を行う と と も に、 以下の役割を 果た

し 、 対応を 行います。  

ア いじ めに関する情報収集、 学校全体の実態把握の役割 

イ  保護者・ 地域・ 関係機関と の連携の窓口と し ての役割 

ウ いじ めが起き にく い・ いじ めを許さ ない環境づく り に資する指導を推進する役 

  割 

エ 校内研修の企画・ 運営する役割 

 

②教職員の役割 

ア 校長  ：「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 に沿っ て、 いじ めの未然防

止、 早期発見・ 早期対応が組織的かつ実効的に機能するよう 措置を 講ず

る。  

イ  教頭  ： 校長を助け、 指示を受けて、 いじ め問題への対応を リ ード し たり 、 教職員

の相談に乗っ たり する。  

ウ 教務主任： いじ めの防止等の対策について教育課程に位置付けたり 、 教職員の相談に

乗っ たり する。  

エ 生徒指導担当教諭 

： いじ め事案の報告の窓口と 集約を担っ たり 、 いじ め問題への対応の中心

と なっ たり する。  

  オ 学年主任： 学級担任から の情報を収集し 、 学年全体の実態を 把握する。  

カ  養護教諭： 児童生徒の心身の健康状態を把握し 、 気になる表れを 報告する。  

キ 学級担任・ 教科担任・ 部活動指導に関わる教職員 

： 児童生徒の表れを注視し 、 気になる表れを報告する。  

  ク  発達支援コ ーディ ネータ ー 

        ： 発達支援の視点から 、 児童生徒の気になる表れを 報告し たり 、 他の教職

員の相談に乗っ たり する 。  

  ケ 外国人担当教諭 
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        ： 児童生徒の表れを 注視し 、 児童生徒の気になる表れを 報告し たり 、 他の

教職員の相談に乗っ たり する。  

  コ  Ｓ Ｃ   ： 心理に関する 教育相談を担う 。  

  サ Ｓ Ｓ Ｗ ： 福祉に関する 教育相談を担う 。  

２  いじ めの防止等に関する取組 

(1 )大平台小年間指導計画 

  ◆教職員 □児童生徒 ○保護者・ 地域    
１ 学期 ２ 学期 ３ 学期 

月 活動内容 月 活動内容 月 活動内容 

４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  

 

 

 

 

 

 

６  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  

  

◆職員会議・ 生徒指導委員

会・ いじ め対策委員会・ 発

達支援委員会 

・ 基本方針・ 組織の確認 

◆バト ンタ ッ チの会（ 配慮

児童引継ぎ）  

□○始業式・ 入学式 

 ・ 基本方針の説明 

□授業開き  

 ・ 学年・ 学級開き  

・ キャ リ ア・ パスポート

オリ エンテーショ ン 

・ はままつマナー 

◆校内研修（ 年間計画）  

□通学班会 

〇参観会・ 懇談会、Ｐ Ｔ Ａ 総

会、個別面談、学校運営協

議会・ 基本方針の説明 

□学活（ 学級目標の設定）  

□道徳（ 友情・ 信頼）  

 

◆校内研修 

（ いじ め未然防止）  

〇運動会 

□縦割り 活動開始 

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

 

◆つどい（ 朝礼） での、 命

やいじ めについての校長

講話 

□命について考える 話し 合

い 

〇◆民生委員と 語る会 

□道徳（ 思いやり ）  

〇参観会・ 学校運営協議会 

□わかば（ 縦割り ） 遊び 

〇ク ラ ブ活動① 

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

〇ク ラ ブ活動② 

□道徳（ 相互理解・ 寛容）  

□1 回目いじ めアンケート  

□学活 

（ 1 学期の振り 返り ）  

７  

 

 

夏季

休業 

 

 

 

 

 

９  
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11 
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１  

〇教育相談 

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

◆校内研修 

 ・ 1 学期の取組について 

・ 児童生徒の特性の理解

と 適切な支援 

  （ 発達・ 外国人等）  

 ・ 事例検討 

 ・ 基本方針の見直し  

 

□2 学期授業開き  

 ・ 人間関係づく り  

□修学旅行 

□前期振り 返り （ Ｃ Ｐ ）  

◆生徒指導・ いじ め対策 

委員会 

 

□後期のめあて（ Ｃ Ｐ ）  

□わかば（ 縦割り ） 遊び 

◆校内研修 

 （ 個別最適な学び・ 協働

的な学びの授業研究）  

□林間学校 

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

 

□学習発表会 

□わかば（ 縦割り ） 遊び 

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

□道徳 

（ 公正、 公平、 社会正義）  

□2 回目いじ めアンケート  

□学活( 後期の振り 返り )  

◆生徒指導・ いじ め対策 

委員会 

 

□3 学期授業開き  

 ・ 人間関係作り  

□給食週間（ 感謝の手紙）  

〇◆民生委員と 語る会 

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

□道徳（ 感謝）  

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  

◆〇学校運営委員会 

□わかば（ 縦割り ） 遊び 

○参観会 

□地域ボラ ン テ ィ ア に感

謝する会 

◆校内研修 

・ 今年度の取組につい   

 て 

・ 基本方針の改定 

・ 次年度年間指導計画 

の作成 

□生活アンケート  

◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

 

□６ 年生を送る 会 

◆次年度への申し 送り 事

項の確認 

○こ 保幼小情報共有 

小中連絡協議会 

□学活 

 ・ 年間の振返り （ Ｃ Ｐ ） 
◆生徒指導・ いじ め対策委

員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ Ｐ ： キャ リ ア・ パスポート  

〔 年間〕  

○授業のルールについて 子供と

話し 合い、話し 合っ たルールに

ついて徹底する。  

○温かい学級や望ま し い人間関

係づく り の基盤と なる「 かかわ

るスキル」 を 心の日の中で実施

する。  

〇朝の会や帰り の会で、「 よ いこ

と 見つけ」 等の取組を行う 。  

○誕生月の児童の名前を放送で

紹介するハッ ピーバースデー

放送の実施 
〇毎月「 心の日」 を 設定し 、「 は

ままつマナー」 の活用や、 情

報モラ ルの指導を実施する。  

〇行事等で の異学年交流を 積極

的に行う 。  



 

 

(2 )いじ めの未然防止 

学校教育目標「 未来を 切り 拓く  わかばの子」 の具現化を 目指し 、【 かかわろう 】「 相手

の思いや立場を尊重し て、 話し 合っ たり 活動し たり する力」【 高めよう 】「 何事も 前向き に

挑戦し 、 困難があっ ても く じ けずに努力する力」【 考えよう 】「 取り 組みを振り 返り 、 情報

を選択・ 判断し て課題を解決する力」【 つなげよう 】「 なり たい自分や学びのつながり を意

識し て、 やるべきこ と に自ら 取り 組む力」 を教育の基盤と し て、 すべての教育活動を通し

て、「 いじ めが起き にく い・ いじ めを 許さ ない学校づく り 」 に取り 組みます。  

○毎年６ 月を 「 いじ めや命について考える月間」 と し 、 いじ めの問題や命の尊さ 、 人間 

と し ての尊厳について考える取組を発達段階に応じ て実施する。  

具体的な取組 

・ つどい（ 朝礼） での、 命の大切さ をテーマと し た校長講話の実施 

・ いじ めや命の大切さ をテーマと し た授業の実施 

・ 道徳での関連項目の重点指導 

・ 毎月「 心の日」 を 設定し 、「 かかわるスキル」 と し てＳ Ｓ Ｔ を取り 入れていく 。  

○教職員の言動が、 子供を 傷つけたり 、 他の子供によるいじ めを助長し たり するこ と の

ないよう 、 また、 いじ めを受けた子供の心に寄り 添っ た言動をと るよう 、 指導の在り

方に細心の注意を払う 。 教職員による「 いじ めら れる側にも 問題がある」 と いう 認識

や発言は、 いじ めを 行っ ている子供や、 周り で見ていたり 、 はやし 立てたり する子供

を容認するも のにほかなら ず、 いじ めを受けている子供を 孤立さ せ、 いじ めを深刻化

するこ と を十分理解する。  

○教職員の資質向上のために、 事例検討等の研修を計画的に行っ たり 、 人間関係づく り

プログラ ムを 取り 入れた集団づく り の研修、 人権意識を高める研修を 進めたり し てい

く 。 また、 情報モラ ル教育についての理解を深め、 実践し ていく 。  

○家庭や地域に対し て、 子供の様子に目を配り 、 いじ めに関する情報を得た場合には、

直ちに学校に相談するよう に啓発すると と も に、 家庭や地域等が相談し やすい信頼関

係を構築する。 また、 浜松市の相談窓口についても 、 周知徹底する。  

○「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 が実効性のある方針になるよう に、 そ

の策定に当たっ ては、 保護者、 地域住民、 学校運営協議会（ コ ミ ュ ニティ ・ スク ー

ル） 等に意見や支援を求める。  

○子供と 保護者が情報の流通性、 発信者の匿名性などの特性を踏まえて、 イ ンタ ーネッ

ト を通じ て行われるいじ めを 防止し 、 効果的に対処するこ と ができるよう に、 情報モ

ラ ル講座などの啓発活動を行う 。  

○子供たちと 共に、 いじ めの未然防止のために、 以下のこ と に取り 組む。  

ア 子供がいじ めの問題について自主的に考え、 議論するこ と 等のいじ めの防止に資 

する活動。  

【 小】  

４ 月 

６ 月 

 ６ 月 

 １ ０ 月 

年間 

 

 

学級活動での学級目標の設定 

「 つどい（ 朝礼）」 での、 命やいじ めについての校長講話 

「 命について考える」 をテーマにし た話し 合い 

学級活動での情報モラ ルについての授業の実施 

温かい学級や望まし い人間関係づく り の基盤と なる「 かかわるスキル」 の

実施 

イ  子供が、 心の通じ 合う コ ミ ュ ニケーショ ン能力を育み、 規律正し い態度で授業や

行事に主体的に参加・ 活躍できるよう な授業や集団づく り 。  

【 小】  

年間 

 

学級や学年における授業のルールについての児童の話合い 
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年間 

４ 月 

  

 

  ５ 月 

 

６ 月 

学期末 

学校行事や校外学習を 通し た集団作り と ルールの涵養 

オリ エンテーショ ンを 実施し 、 一人一人が安心し て生活でき る学級のルー

ルの共通理解 

学級活動において 1 年間のめあてを設定（ キャ リ ア・ パスポート ）  

個別最適な学びと 協働的な学びの一体的な充実についての研修（ 協働的な

学びの基盤づく り と いじ めの未然防止と の関係性）  

同じ 学年の他の学級の授業を参観し 合い、 よさ を伝え合う 。  

キャ リ ア・ パスポート による振り 返り と 意思決定 

ウ 子供の豊かな情操と 道徳心を培い、 心の通う 人間関係を構築する素地を養う た 

めの道徳教育の充実 

【 小】  

４ 月 

５ 月 

6 月 

7 月 

１ １ 月 

 １ 月 

 

 

「 はままつマナー」 を 活用し た振り 返り  

「 友情・ 信頼」 をテーマにし た道徳の授業と 運動会の実施 

「 思いやり 」 を テーマにし た道徳の授業の実施 

「 相互理解・ 寛容」 を テーマにし た道徳の授業の実施 

「 公正・ 公平・ 社会正義」 をテーマにし た道徳の授業の実施 

「 感謝」 をテーマにし た道徳の授業と ボラ ンティ アに感謝する会の実施 

 

エ 発達障害を含む、 障害のある子供、 海外から 帰国し た子供や外国籍の子供、 国際

結婚の保護者を持つ外国につながる子供、 性同一性障害や性的指向・ 性自認・ 性表

現に係る子供など、 子供一人一人の特性や多様性に配慮し た適切な指導や支援 

【 小】  

４ 月 

 

４ 月 

 

 

6 月 

 

前年度の担任等から 、 児童についての情報を 引き 継ぐ 「 バト ンタ ッ チ会」

の実施 

外国につながる児童の在籍学級や発達支援学級に在籍する児童の交流学級

に対し て、 接する上で大切なこ と について児童への説明の実施。  

「 命やいじ めについて」 の校長講話を受けた各学級での話し 合い 

多様性の理解に向けた縦割り 清掃と 、 縦割り 遊びの実施 

オ 集団の一員と し ての自覚や自信を育むこ と により 、 いたずら にスト レスにと ら わ

れるこ と なく 、 互いを 認め合える人間関係、 学校・ 学級風土をつく ると と も に、 子

供の社会性を育て、 自己有用感を育み、 自己肯定感を高める活動 

【 小】  

年間 

年間 

毎月 

 

毎月 

 ６ 月 

 

 

帰り の会等における「 よいこ と 見つけ」 の取組 

誕生月の児童の名前を 放送で紹介するハッ ピーバースデー放送の実施 

「 心の日」 を設定し 、「 はままつマナー」 の活用や、 情報モラ ル指導の実

施 

「 はままつマナー」 を 活用し たマナーを守る心情の育成 

「 はままつマナー」 を 活用し たふわふわ言葉・ ちく ちく 言葉の想起 

 

(3 )いじ めの早期発見 

いじ めはどの子供にも 、 どこ でも 起こ り う るも のであると の観点から 、 学校、 地域、 家

庭が一体と なっ て子供を見守る体制を整え、 子供のさ さ いな変化に気付く 力を高め、 早期

発見に努めます。  

○いじ めは、 大人が気付き にく く 判断し にく い形で行われるこ と が多いこ と を教職員は
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認識し 、 さ さ いな兆候であっ ても 、 いじ めではないかと の疑いを持っ て、 早い段階か

ら 的確に関わり を持ち、 いじ めを隠し たり 軽視し たり するこ と なく 、 いじ めを積極的

に認知する。  

○教職員は、 何より も 「 子供のちょ っ と し た変化」 に気付き、 子供が何でも 相談し た

く なるよう な関係づく り に取り 組む。 日頃から 子供の見守り や信頼関係の構築等に

努め、 子供が示す変化や危険信号を 見逃さ ないよう アンテナを高く 保つ。 日記や

ノ ート の記述等を通し て、 日頃から 子供と のコ ミ ュ ニケーショ ンを図ると と も に、

定期的なアンケート 調査等を行う こ と で、 子供がいじ めを訴えやすい環境を整え、

いじ めの実態把握に取り 組む。  

○アンケート 調査は次のよう に実施する。  

  ア 実施時期・ 実施回数 

     ・ 定期アンケート 調査： 7 月→1 回目いじ めアンケート  

11 月→2 回目いじ めアンケート  

2 月→生活アンケート （ 記名）  

     ※臨時アンケート 調査は、 必要に応じ て随時行う 。  

  イ  実施方法・ 検証 

     ・ 進め方について「 生徒指導主任」 から 説明する。  

    ・ 学校での実施を 基本と するが、 児童の状況に応じ て家庭での実施を検討する。  

    ・ いじ めアンケート と 生活アンケート については、 校内で指定さ れた期日まで

に、 速やかに教職員が記載内容を確認し 、「 校内いじ め対策委員会」 に報告す

る。  

    ・ 必要に応じ て、 速やかに個別面談を実施する。  

※アンケート の記載内容や対応について校長が確認する。  

  ウ 保存 

    ・ 記入の有無に関わら ず、 ５ 年間保存する。  

 ○個人面談は次のよう に実施する。  

  ア 実施時期・ 実施回数 

     ・ 定期個人面談： 7 月中旬に全員実施する。  

            ２ 学期末及び年度末は必要に応じ て実施する。  

    ・ 毎週金曜日を「 教育相談日」 と し 、 学期に一度、 保護者に案内を出し 、 スク ー 

ルカ ウンセラ ー、 本校職員への相談ができ るこ と を周知する。  

     ※臨時の個人面談は、 必要に応じ て随時行う 。  

  イ  実施方法・ 検証 

     ・ 教職員が得たいじ めに関する情報は、 速やかに「 校内いじ め対策委員会」 に報

告する。  

  ウ 記録の保存 

    ・ 教職員が得た情報を５ 年間保存する。  

 ○アンケート 調査や個人面談において、 子供が自ら Ｓ Ｏ Ｓ を発信するこ と 及びいじ めの

情報を教職員に報告するこ と は、 子供にと っ ては多大な勇気を要するも のであるこ と

を教職員は理解し 、 子供から の相談に対し ては、 丁寧かつ迅速に対応する。  

○「 校内いじ め対策委員会」 を定期的に開催し 、 いじ めに係る情報共有を適切に行う 。  

○教育委員会と 連携し て、 子供がイ ンタ ーネッ ト 上のいじ めに巻き 込まれていないかど

う かを 監視するネッ ト パト ロールの活用を図る。  

〇法的観点から 正し い認識と 理解を深めるために、 スク ールロイ ヤー制度を活用する。  
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(4 )いじ めに対する措置 

教職員は、 いじ め、 又はいじ めの疑いがある行為を 確認し た場合には、 直ちにいじ めを

受けた子供やいじ めを知ら せてきた子供の安全を確保し た上で、 次のよう に対応し ます。  

○教職員がいじ めを 発見し 、 又は子供や保護者等から いじ めの相談を受けた場合には、

速やかに、「 校内いじ め対策委員会」 に対し いじ めに係る情報を 報告し 、 学校の組織的

な対応につなげる。  

○教職員がいじ めの相談を受けたり 、 子供がいじ めを受けていると 思われたり すると き

は、直ちに教育相談や事実確認を行う 。遊びや悪ふざけなど、いじ めと 疑われる行為を

発見し た場合、その場でその行為を 止める。 子供や保護者から「 いじ めではないか」 と

の相談や訴えがあっ た場合には、真摯に傾聴する。さ さ いな兆候であっ ても 、いじ めの

疑いがある行為には、 早い段階から 的確に関わり を 持つ。  

○教職員は、 いじ めに係る情報について、 ５ Ｗ１ Ｈ （ いつ、 どこ で、 誰が、 誰と 、 何

を、 どのよう に） を 適切に記録する。  

○「 校内いじ め対策委員会」 において情報共有を行っ た後は、 事実関係を 確認の上、 組

織的に対応方針を決定し 、 いじ めを受けた子供、 いじ めを 知ら せてき た子供を徹底し

て守り 通す。  

○いじ めが確認さ れた場合は、 いじ めを受けた子供には、 安心でき る場を 確保し 、 いじ

めを行っ た子供には、 いじ めをやめさ せ、 再発防止に努める。「 校内いじ め対策委員

会」 が中心と なっ て、 いじ めを受けた子供と その保護者に対する支援、 いじ めを行っ

た子供と その保護者に対し て指導や助言を行い、 継続的に話し 合っ て見届ける。 いじ

めを行っ た子供に対し ては、 本人の人格の成長を旨と し て、 教育的配慮の下、 毅然と

し た態度で指導する。 こ れら の対応について、 教職員全員の共通理解、 保護者の協

力、 関係機関・ 専門機関と の連携の下で取り 組む。  

○犯罪行為と 認めら れるいじ めがあっ たと き は、 警察と 連携し て対処し ていく 。 子供の

生命、 身体又は財産に重大な被害が生じ るおそれがある場合は、 直ちに警察に通報

し 、 適切な援助を求める。  

○校長及び教職員は、 子供がいじ めを 行っ た場合であっ て教育上必要があると 認めると

き は、 子供に対し て訓告や叱責等を加えるこ と ができ る。  

○イ ンタ ーネッ ト 上のいじ めが発見さ れた場合は、 書き 込みや誹謗中傷等の削除や不適

切な使用に対する指導を行う 。 必要に応じ て教育委員会や関係機関（ 警察署、 法務局

等） の協力を 求める。  

○いじ め行為と し て認知し た事案等について、「 いじ め認知報告書」 で教育委員会に報

告する。  

 

(5 )関係機関と の連携  

いじ めの未然防止、 早期発見、 早期対応のために、 関係機関と 適切に連携を 図り 、 対応

し ます。  

○「 校内いじ め対策委員会」 は、 必要に応じ て心理や福祉の専門家（ スク ールカ ウンセ

ラ ー、 スク ールソ ーシャ ルワーカ ー） 等の参加について協力を求める。  

○「 校内いじ め対策委員会」 が得たいじ めに関する情報を所定の様式に記載し 、 事案の

認知毎及び月に１ 回、 教育委員会に送付する。  

○日頃から 所管警察署や相談機関等と 情報収集や協力体制を確立し 、 いじ めが起き たと

き には、 状況に応じ て連携し 、 早期対応に努める。  

○いじ めに関する相談を受け付ける機関と し て、 教育総合支援センタ ーや家庭児童相談

室（ 教育相談員）、 いじ め相談専用ダイ ヤル等を子供や保護者に紹介する。  
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(6 )学校における教育相談体制の整備 

心理、 福祉に関する専門家( スク ールカ ウンセラ ー等) の活用等、 子供、 保護者、 教職員

に対する相談体制を 整備し ます。 家庭や地域等と も 連携し ながら 、 いじ めを受けた子供や

いじ めについて報告し た子供の気持ちを最優先に受け止め、 子供の気持ちに寄り 添っ て、

いじ めの相談を行います。  

〇子供が安心し てＳ Ｏ Ｓ を 発信できるよう に、 子供を取り 巻く 大人たちは、 いつでも ど

こ でも Ｓ Ｏ Ｓ を受け止めるよう にする。  

〇いじ めを受けた子供と その保護者に対し ては、 いじ めによっ て傷ついた心や体の回復

と 安心な学校生活を 送るこ と を支援し 、 継続的に見届ける。  

〇いじ めを行っ た子供と その保護者に対し ては、 本人の人格の成長を旨と し て、 指導や

助言を 行い、 継続的に見届ける。  

 

(7 )教職員の資質向上のための研修会や校内Ｏ Ｊ Ｔ の取組 

教職員のいじ めへの感度を 高め、 組織的かつ実効的にいじ めの問題に取り 組むために、

校内研修を進めます。  

○「 浜松市いじ めの防止等のための基本的な方針」「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基

本方針」「 いじ め対応の手引き 」 に示さ れたいじ めの未然防止、 早期発見、 措置につい

て理解を深める。  

〇教育委員会主催の生徒指導研修等の内容について、 校内でも 周知を図る。  

〇定期的なアンケート 等に記載さ れた内容や子供や保護者から の相談について、 複数で

確認し 、 対応を協議し たり 進捗状況を共有し たり する。  

〇事例研究等いじ めに関する研修を行い、未然防止、早期発見・ 早期対応の視点から 成果

と 課題を明ら かにし 、 取組の改善点について話し 合う 。  

〇いじ めを行っ た子供が抱える問題を 解決するための具体的な対応方針について学ぶ。  

 

(8 )いじ めが「 解消し ている」 状態 

 いじ めは、 単に謝罪をも っ て安易に解消と するこ と はでき ません。 いじ めが「 解消し て

いる」 状態と は、 少なく と も 次の２ つの要件が満たさ れている必要があり ます。 ただし 、

こ れら の要件が満たさ れている場合であっ ても 、 必要に応じ 、 他の事情も 勘案し て判断す

るも のと し ます。  

① いじ めに係る行為が止んでいるこ と （ 少なく と も ３ か月を目安と する）  

 ②いじ めを受けた子供が心身の苦痛を感じ ていないこ と  

 

(9 )「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 の公表と 説明、 評価・ 見直し  

○「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 を 、 ホームページ等で公表する。  

○入学時や各年度の開始時に、「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 につい

て、 子供、 保護者、 学校運営協議会( コ ミ ュ ニティ ・ スク ール) 等に説明する。   

○より 実効性の高い取組を 実施するために、「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方

針」 が、 学校の実情に即し て適切に機能し ているかを「 校内いじ め対策委員会」 を 中

心に点検し 、 必要事項を見直す。  

○「 浜松市立大平台小学校いじ め防止基本方針」 に基づく 取組状況を評価し 、 評価結果

を踏まえ、 学校におけるいじ めの防止等のための取組の改善を図る。  

 

３  地域や家庭の役割 

(1 )地域の役割 

いじ めの未然防止の対応や早期発見のために、 地域と 適切に連携し ながら 、 対策を推進



14 

 

し ます。  

○地域の人たちが、 地域で育つ子供に積極的に関わり を持ち、 温かい気持ちで接するこ

と ができるよう に、 学校の情報を適切に発信する。  

○家庭、 学校、 地域が連携し 、 より 多く の大人が子供の悩みや相談を受け止めるこ と が

できるよう にする。 Ｐ Ｔ Ａ や学校運営協議会（ コ ミ ュ ニティ ・ スク ール）、 地域の関

係団体と の連携の促進や、 地域に存在する青少年健全育成会や地域パト ロール等が、

家庭・ 学校と 組織的に連携・ 協働でき るよう な体制を構築する。  

 

(2 )家庭の役割 

子供が社会の一員と し て自立し てく ためには、 家庭での教育が重要な意味を 持ちます。

いじ め防止対策推進法には、 保護者の責務が示さ れています。  

「 保護者は、 子の教育について第一義的責任を有するも のであっ て、 その保護する児童

等がいじ めを行う こ と のないよう 、 当該児童等に対し 、 規範意識を養う ための指導その他

の必要な指導を行う よう 努めるも のと する。」（ いじ め防止対策推進法第９ 条第１ 項）  

また、 子供にと っ て家庭は、 あり のままの自分を出すこ と ができ る安心でき る場です。

従っ て、 家庭の役割と し ては、 以下のよう なこ と があり ます。  

○「 ルールやマナーを 守るこ と 」 を 子供に教える。  

○子供から いじ めの相談を受けたら 、 学校へ通報するなど適切な措置をと る。  

○子供と の触れ合いや対話を大切にする。 子供のあり のままを受け止め、「 あなたの味

方だよ。」 と 子供が安心感や信頼感で満たさ れるよう に努める。   

○日頃の対話や言動等から 、 いじ め等を背景と し た子供のちょ っ と し た様子の変化を見

逃さ ず、 学校や地域と 連携し て、 いじ めの早期発見に努める。  

○イ ンタ ーネッ ト 上のト ラ ブルについては、 学校以外の場で起き 、 学校では把握でき な

い場合が多い。 子供に携帯電話等を使用さ せる場合には、 保護者と し て責任を持っ て

子供の使い方や様子に注意を 払う 。  

○子供がいじ めを行っ たこ と が分かっ た場合には、 事実を理解し た上で、 以下のよう な

視点を 持ち、 学校と 協力し て指導する。  

   ア 子供に、 いじ めは人格を 傷つけ、 生命、 身体又は財産を脅かす行為であるこ と

を理解さ せ、 自ら の行為の責任を自覚さ せる。  

   イ  子供のいじ めの背景にも 目を向け、 いじ めの背景にあるスト レス等の要因の改

善を図ると と も に、 スト レ スに適切に対処できる力を育むなど、 いじ めを行っ

た子供の健全な人格の発達を考える。  

   ウ いじ めの状況に応じ て、 いじ めを行っ た子供が、 学校等で心理的な孤立感・ 疎

外感を受けていないか配慮する。  

 

第３  重大事態への対処 

いじ めの重大事態が発生し た場合( いじ めにより 重大な被害が生じ た疑いがあると 認め

ると き。 以下同じ 。 ) 、 学校は、 事案について直ちに教育委員会に報告し ます。  

教育委員会又は学校は、 速やかに事案の事実確認を 行い、「 浜松市いじ めの防止等のた

めの基本的な方針」 ( 令和７ 年４ 月改定) 及び「 いじ めの重大事態の調査に関するガイ ド ラ

イ ン( 文部科学省令和６ 年８ 月改訂版) 」 により 適切に対応し ます。  

 

１  重大事態の意味 

  重大事態と は、 次のよう な場合を いいます。  

(1 )生命心身財産重大事態 

   いじ めにより 、 子供の生命、 心身又は財産に重大な被害が生じ た疑いがあると 認める
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と き  

ア 子供が自殺を企図し た場合 

イ  身体に重大な障害を負っ た場合 

ウ 金品等に重大な被害を被っ た場合 

エ 精神性の疾患を発症し た場合 

(2 )不登校重大事態 

いじ めにより 、 子供が相当の期間学校を欠席するこ と を余儀なく さ れている疑いがあ

ると 認めると き  

※「 相当の期間」 と は、 年間 30 日を 目安と する。 ただし 、 子供が一定期間連続し て 

欠席し ているよう な場合には、 教育委員会又は学校の判断により 、 迅速に調査に着 

手する。  

   ※欠席が続き、 当該校へは復帰ができ ないと 判断し 、 転学し た場合、 重大事態の目安 

である 30 日には達し ていなく ても 、 不登校重大事態と し ての対応を視野に入れ 

る。  

(3 )子供や保護者から の申立て 

子供や保護者から 、 いじ めにより 重大な被害が生じ たと いう 申立てがあっ た場合、 教

育委員会に報告し 、 法第 23 条第２ 項の規定に基づき 、 校内いじ め対策委員会にて必要

な調査を行い、 いじ めの有無を確認し たう えで、 教育委員会と 対応について協議する。  

 

２  重大事態の調査組織 

教育委員会が、 事案の調査を 行う 主体を学校と 判断し 、 学校が主体と なっ て調査を行う

場合の組織は、 次のと おり と し ます。  

○学校に設置さ れている「 校内いじ め対策委員会」 に第三者性が確保さ れた専門家を加

える。  

○教育委員会が必要な指導や適切な支援を行う 。 その際、 必要に応じ て、 専門家チーム

の助言や支援を求める。  

なお、 子供の命にかかわる重大事態が発生し た場合には、 精神保健福祉センタ ーと 連携

し 、 心の緊急支援を 同時に行っ ていき ます。  

 

３  事実関係を明確にするための調査の実施 

重大事態に至る原因と なっ たいじ め行為が、 いつ頃から 、 誰から 行われ、 どのよう な態

様であっ たか、 いじ めを生んだ背景事情や子供の人間関係にどのよう な問題があっ たか、

学校・ 教職員がどのよう に対応し たかなどの事実関係を、 可能な限り 網羅的に明確にし ま

す。  

 

４  調査結果の提供及び報告 

 調査により 明ら かになっ た事実関係（ いじ め行為がいつ、 誰から 行われ、 どのよう な態

様であっ たか、 学校がどのよう に対応し たか） について、 いじ めを受けた子供やその保護

者に対し て説明し ます。 情報の提供に当たっ ては、 他の子供のプラ イ バシー保護に配慮す

るなど、 関係者の個人情報に十分配慮し 、 適切に提供し ます。 調査結果について、 学校は

教育委員会に報告し ます。  

 

５  その他の留意事項 

重大事態が発生し た場合には、 関係のあっ た子供が深く 傷つき 、 学校全体の子供や保護

者や地域にも 不安や動揺が広がるこ と があり ます。 時には事実に基づかない風評が流れた

り する場合も あるため、 子供や保護者への心のケアと 落ち着いた学校生活を取り 戻すため
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の支援と し て、 いじ めに直接かかわっ た子供だけでなく 、 身近にいじ めがあり 、 またいじ

めを 止めるこ と ができなかっ たために心身の苦痛を感じ てし まう 子供や保護者並びに教職

員に、 カ ウンセリ ング等を 行う こ と ができ る体制を整備し ます。 予断のない一貫し た情報

発信、 個人のプラ イ バシーへの配慮にも 留意し ます。  

 



【　熟議チェックシート　】 氏名（　　　　　　　　　）

できている もう少し

評
価
項
目
　
１

評
価
項
目
　
２

　協議会で決定し、実施した学校支援活動について、振り返りや反省を
行った。

　校長の説明を聞いて、分からない用語や疑問に感じたことを遠慮なく質
問し、それに対して理解・納得できる回答が得られた。

　基本方針の承認にあたり、校長の説明を聞置くだけでなく、よりよい学
校運営のために委員が建設的な意見を発言できた。

　委員が、学校教育目標や学校運営の基本方針についての内容を理解し、
共有した。

　学校評価などの評価結果を生かした改善について確認した。

　学校運営について、委員が率直に意見を述べることができた。

　これまで行われてきた学校支援活動についても、教育目標とのつながり
や学校、家庭、地域の役割分担を考え、見直すことができた。

　　【参考資料】

　学校の教育目標と学校支援活動とのつながりを意識して、協議会で協議
を重ねた。

　熟議の結果、学校、家庭、地域がそれぞれ実行すべきこと、役割分担が
明確になった。



＜振り 返り のポイ ント ＞

（ 様式２ ）

令和７ 年度 学校運営協議会自己評価表

委員名（               ）

＜本年度の目標＞

※ 前年度に協議会で協議し た目標を記載する。

※ 目標が、 会議体と し て相応し い目標と なっ ているか、 また、 学校運営の基本方針に関

 わるこ と を中心に据えら れているか等を確認する。

＜評価項目１ ＞　 学校運営の基本方針について熟議する こ と ができ たか。

⇒　 ア　 よく でき た　 　 イ 　 でき た　 　 ウ　 あまり でき なかっ た　 　 エ　 でき なかっ た
（ 理由）

※ 参考資料【 熟議チェ ッ ク シート 】 の評価項目１ をも と に、 振り 返る。

※ 委員個人の評価ではなく 、 協議会と し ての視点で評価する。

※ 学校運営の基本方針（ 自校の学校教育目標や「 育てたい力」 等） について、 協議し た

 内容を簡潔に評価する。

＜評価項目２ ＞　 承認し た学校運営の基本方針に沿っ た、 教育活動の充実につながる学校
支援活動などについて熟議を 進めるこ と ができ たか。

⇒　 ア　 よく でき た　 　 イ 　 でき た　 　 ウ　 あまり でき なかっ た　 　 エ　 でき なかっ た
（ 理由）

※ 参考資料【 熟議チェ ッ ク シート 】 の評価項目２ をも と に、 振り 返る。

※ 委員個人の評価ではなく 、 協議会と し ての視点で評価する。

※ 成果・ 課題などを簡潔に記載する。 方法論だけではなく 、 「 育てたい力」 や「 目指す

 子供の姿」 と のつながり を ポイ ント にする。

＜評価項目３ ＞　 協議会での協議結果について、 十分な情報発信を 行っ たか。

⇒　 ア　 充分に行っ た　 　 イ 　 行っ た　 　 ウ　 あまり 行わなかっ た　 　 エ　 行わなかっ た
（ 理由）

※ 協議会での協議結果（ 会議録への記載内容等） について、 どんな方法による情報発信

 を 行っ たか、 それによっ てどのよう な効果があっ たのか等を振り 返っ て記載する。

※ 委員個人の評価ではなく 、 協議会と し ての視点で評価する。

＜評価項目４ ＞　 今年度の評価を踏まえた来年度の目標

※ 委員個人の目標ではなく 、 協議会の目標を記載する。

※ 学校運営協議会は、 会議体であるため、 会議体と し て相応し い目標を 設定する。 委員

 が、 個人と し てボラ ンティ ア活動に参加するこ と は想定さ れるが、 学校運営協議会がボ

 ラ ンティ ア活動の主体と なるこ と は想定し ていない。

★ 自己評価の結果については、 学校ホームページで公表する。



（ 様式２ ）

令和７ 年度 学校運営協議会自己評価表

委員名（               ）

＜本年度の目標＞

・ 生活ボラ ンティ アの本格実施に向けて各種ボラ ンティ アの仕組みを整理し たい。

・ 教員と 保護者、 学校運営協議会が連携し て教育活動を進めていけるよう な方法を考え

る。

＜評価項目１ ＞　 学校運営の基本方針について熟議する こ と ができ たか。

⇒　 ア　 よく でき た　 　 イ 　 でき た　 　 ウ　 あまり でき なかっ た　 　 エ　 でき なかっ た
（ 理由）

＜評価項目２ ＞　 承認し た学校運営の基本方針に沿っ た、 教育活動の充実につながる学校
支援活動などについて熟議を 進めるこ と ができ たか。

⇒　 ア　 よく でき た　 　 イ 　 でき た　 　 ウ　 あまり でき なかっ た　 　 エ　 でき なかっ た
（ 理由）

＜評価項目３ ＞　 協議会での協議結果について、 十分な情報発信を 行っ たか。

⇒　 ア　 充分に行っ た　 　 イ 　 行っ た　 　 ウ　 あまり 行わなかっ た　 　 エ　 行わなかっ た
（ 理由）

＜評価項目４ ＞　 今年度の評価を踏まえた来年度の目標



回
日時
会場

令和7年

1 5月9日

金曜日

9:00～11:00

会議室

令和７年

2 6月11日

水曜日

１３：００～15：00

会議室

令和７年

3 7月23日

水曜日

９：００～1１：00

会議室

令和７年

4 12月16日

火曜日

1０：００～1２：０0

会議室

令和８年

5 2月3日

火曜日

1０：０0～1２：０0

会議室

熟議テーマ
（１）学校経営方針具現のための手立てについ
て
・「学校に関するアンケート」結果・評価分析・改
善方策の説明
・学校関係者評価
①成果②課題③学校としての改善方策につい
て④「いじめ防止基本方針」の取り組みについて
⇒次年度へ

10:15～10:40授業参観

熟議テーマ
（１）次年度学校運営の基本方針について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
（２）学校運営協議会の自己評価
（３）夢育やらまいかCS加算分の報告

10:15～10:40授業参観
学校運営協議会の自己評価表

熟議テーマ（例）
（１）学校運営の基本方針について
　      説明　⇒　熟議　⇒　確認
（２）いじめ防止等の基本的な方針について
（３）夢育やらまいかＣＳ加算分についての
意見書について
（４）学校運営協議会の自己評価（本年度の目
標）について

9：１５～40授業参観

熟議テーマ（例）
今後の学習支援活動について
①屋上庭園について
②学習ボランティアについて
③生活ボランティアについて
④地域人材の活用について

13:15～13:40授業参観

熟議テーマ
□　特色ある学校づくり
□　キャリア教育の実践について
□　いじめ防止等の基本的な方針について
□　校則・きまり
□　学校評価アンケートの項目の検討
□　学校関係者評価
□　学校の抱える課題と改善策
□　支援策の具体化

学校運営協議会の自己評価表

学校運営協議会　年間計画
令和7年４月１日～令和8年３月３１日

※　委員の過半数の出席がないと開催できません。
※　感染症の感染拡大防止等、状況により、開催が中止、あるいは延期になる場合があります。

主な内容　熟議のテーマ　等 備考


